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１．前回議論の振り返りと今後のイメージ

⚫ 今後の文献調査の進め方について、前回（4月7日）の放射性廃棄物WGにおける議論を踏まえ、事務
局としては、技術的/専門的な意見を伺いながら、透明性のあるプロセスで丁寧に評価していくこと
が重要と認識。

⚫ 調査の実施主体はNUMO。このため、まずは、NUMOにおいて、調査結果をどのように評価するか
という考え方（＝文献調査段階の評価の考え方（案））を整理した上で、これについて、技術的/専
門的な観点から、審議会で議論・評価いただきたいと考えている。

⚫ NUMOは、審議会で議論した考え方に基づき、「文献調査報告書」をとりまとめていく。

２．審議会の検討

⚫ こうした議論を進めて行く上では、放射性廃棄物WGとの連携を意識しつつ、技術的/専門的観点から、
バランスのとれた場とすることが必要。事務局としては、「放射性廃棄物WG」の技術系専門家に加
え、審議の中立性・透明性を確保する観点から、地質環境についての関連学会等から推薦等により選
ばれた専門家で構成することが適切と考えている。

⚫ また、今回の議論の対象となる、文献調査段階の評価の考え方（案） については、「科学的特性
マップ」やそれらを参考に原子力規制委員会で検討された「考慮事項」が、議論の土台になると考え
ている。

⚫ 以上を踏まえ、議論の場としては、「科学的特性マップ」の策定時にその具体的要件・基準等につい
て審議いただいた「地層処分技術WG」としてはどうか。

⚫ ただし、その前提として、WGに求められるミッションが当時とは異なるため、趣旨・役割、委員構
成の考え方について、次頁のように整理することとしてはどうか。



地層処分技術WGの再開に向けた考え方（案）
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●地層処分技術WG再開の趣旨・役割は以下のようにすることとしてはどうか
現在、NUMOにおいて文献調査を実施しているが、これは、全国で初めて実施する調査であり、今後、別地域で
文献調査を実施する場合の評価にも影響を与えるもの。このため、その調査結果の取りまとめに向けては、特に技術
的/専門的な事項については、透明性あるプロセスの中で、丁寧に評価していくことが重要。そのための議論の場とし
て、「地層処分技術WG」を再開する。
NUMOにおいて「文献調査報告書」をとりまとめるに当たっては、その策定のもととなる、文献調査段階の評価の考え
方を整理することが必要となるが、「地層処分技術WG」では、NUMOが整理した考え方（案）について、技術的
/専門的な観点から、議論・評価を行う。

●委員は以下の考え方で構成することとしてはどうか
放射性廃棄物WGの技術系専門家（德永委員、長谷部委員、吉田委員）、関連学会（日本地震学会、日
本地質学会、日本活断層学会、日本火山学会、日本第四紀学会など）からの推薦・紹介、科学的特性マッ
プの策定等に係るこれまでの議論に精通した専門家により構成。

●両WGは以下の連携方針とすることでどうか
地層処分技術WGでの議論状況は放射性廃棄物WGに随時共有することとし、地層処分技術WGでの

議論・評価後には、放射性廃棄物WGに全体をお諮りする。

NUMO

• 抽出・整理した地域の情報・データの整理等を進める。
• 文献調査段階の評価の考え方（案）を整理する。
（参照例）

✓ 最終処分法
✓ 科学的特性マップ策定時の考え方
✓ 「特定放射性廃棄物の最終処分における概要調

査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮
されるべき事項」（原子力規制委員会）

説明

意見

国の審議会

• NUMOとして整理した、文献調査段階の評価
の考え方（案）について、技術的/専門的な
観点で議論・評価。



【参考】文献調査における評価とWGとの関係（イメージ）
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６ 文献・データに基づく評価
文献調査では、最終処分法に定める文献調査で評価する要件を満足せず、明らかに適切でない場所を除外する作業を

中心に、概要調査地区の候補を検討します。
さらに、技術的な観点、経済社会的な観点からの検討も実施します。例えば、上記の評価の過程で文献調査対象地区

の地層や岩体、断層などの分布といった地下の状況について整理し、どの地層がより好ましいと考えられるかなどの検
討や、土地の利用制限などの検討を実施します。
以上の検討結果は、報告書に取りまとめ、その要約とともに公表します。

●NUMO「文献調査計画書※」（2020年11月17日）から抜粋
https://www.numo.or.jp/press/bunken_keikakusho_suttu.pdf
https://www.numo.or.jp/press/bunken_keikakusho_kamoenai.pdf

※公表URL

地域固有の
文献・データ

（抽出・整理した情報）

＜イメージ＞

文献調査の評価に関するWGの進め方としては、下図の評価・検討に当たっての考え方（文献調査段階の評価の考え方としてNUMO
が案を整理）について、地層処分技術WGで技術的/専門的な議論・評価の後、放射性廃棄物WGに全体をお諮りすることを想定。

（地震等の自然現象、
未固結堆積物、鉱物資源） 概要調査地区

の候補を検討

技術的観点からの検討

経済社会的観点からの検討

文献調査対象地区の地下の状況から、どの地層がより好ましいか等の検討

最終処分法で定められた要件に照らした評価

放射性廃棄物WG
地層処分技術WG

・地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと
・将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動
が生ずるおそれが少ないと見込まれること
・第四紀の未固結堆積物であるとの記録がないこと
・経済的に価値が高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと

土地の利用制限等の検討

文献調査対象地区
から、明らかに適切で
ない場所を除外

https://www.numo.or.jp/press/bunken_keikakusho_suttu.pdf
https://www.numo.or.jp/press/bunken_keikakusho_kamoenai.pdf
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【参考】地層処分技術WGの当初の趣旨・役割等

●当初の趣旨・役割： ※第１回の資料「地層処分技術WGの設置について」から抜粋

地層処分の長期安全性を確保する上で、未だ不確実性が大きいと考えられる地質環境に関し、第２
次取りまとめで示された科学的論拠について関連する知見を網羅的に整理するとともに、これを踏ま
えた評価を行い、今後の研究課題を明らかにする。具体的には、処分実施主体である原子力発電環境
整備機構（NUMO）において最新知見の整理を行っており、これを議論のたたき台とする。

※2013～2014年の８回では地層処分のサイト選定において、回避が必要な事象の抽出及びそれら事象の回避の
考え方等について、2015～2017年の12回では科学的特性マップの提示に係る要件・基準等について審議。

●当時の委員構成：
以下のとおり。

委員長
杤山 修 原子力安全研究協会技術顧問（放射性廃棄物ＷＧ委員）

委 員
宇都 浩三 産業技術総合研究所臨海副都心センター所長（日本火山学会推薦）
蛯沢 勝三 東京都市大学客員教授/電力中央研究所上級研究員（土木学会 原子力土木委員会推薦）
長田 昌彦 埼玉大学大学院理工学研究科環境科学･社会基盤部門准教授(日本応用地質学会推薦) 
小峯 秀雄 早稲田大学理工学術院創造理工学部教授（土木学会推薦）
三枝 利有 電力中央研究所研究アドバイザー（日本原子力学会推薦）
谷 和夫 東京海洋大学学術研究院教授（土木学会 原子力土木委員会推薦）
遠田 晋次 東北大学災害科学国際研究所教授（日本活断層学会紹介）
德永 朋祥 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授（放射性廃棄物ＷＧ委員）
丸井 敦尚 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門総括研究主幹（日本地下水学会推薦）
山崎 晴雄 首都大学東京名誉教授（放射性廃棄物ＷＧ委員）
吉田 英一 名古屋大学博物館教授（放射性廃棄物ＷＧ委員）
渡部 芳夫 産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報基盤センター長（日本地質学会推薦）
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【参考】「放射性廃棄物WG」の議事要旨の抜粋

⚫ 日時 ： 令和４年４月７日（木）10:30～12:30

⚫ 場所 ： 経済産業省本館17階第１特別会議室及びオンライン

⚫ 専門家による丁寧な評価が重要。「科学的特性マップ」策定時の地層処分技術
ワーキンググループでの議論が一案ではあるが、ミッションの違いから、メン
バー構成等については再検討が必要ではないか。

⚫ しっかりと技術的考察を行うことは必要だが、処分場としての適地か否かは段
階的な調査によって初めて明らかになるものであり、文献調査ではっきりさせ
られることには限りがあるという点に留意が必要。

⚫ 地域固有のデータによって分かること／分からないことが明らかとなる。それ
らをどう解釈すべきかについて、NUMOとして考え方をまとめ、専門家で評価
していくことが重要。最初の調査であることから、良い形でリファレンスを作
る意識で取り組むべき。

⚫ 技術的・専門的な観点から評価できる場は重要ではあるが、そこでの議論の成
果については、地域の住民の方々にとって有益な材料となるような形で提供さ
れることが重要。
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【参考】最終処分法で定められた要件

調査事項（同条第１項）

第６条 第１項
一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺
の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関す
る事項

二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概
要に関する事項

三 その他経済産業省令で定める事項

※特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
第５条
一 概要調査地区として選定しようとする地区に第四紀の未
固結堆積物があるときは、その存在状況の概要に関する
事項
二 概要調査地区として選定しようとする地区に鉱物資源が
あるときは、その存在状況の概要に関する事項

概要調査地区として満たすべき要件（同条第２項）

第６条 第２項
一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象に
よる地層の著しい変動の記録がないこと。
二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震
等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少
ないと見込まれること。
三 その他経済産業省令で定める事項

※特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
第６条第２項
一 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処
分を行おうとする地層が、第四紀の未固結堆積物であるとの
記録がないこと。
二 当該概要調査地区として選定しようとする地区内の最終処
分を行おうとする地層において、その掘採が経済的に価値が
高い鉱物資源の存在に関する記録がないこと。

調査の位置づけ（第６条）

第６条 機構（※NUMO）は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計
画（前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったとき
は、その変更後のもの。以下同じ。）に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による
調査（次項において「文献調査」という。）を行わなければならない。
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【参考】科学的特性マップの考え方

⚫ 地層処分技術WGで議論された要件・基準と特性区分の関係は下図のとおり。「好ましい
特性が確認できる可能性が相対的に高い地域」は、将来的に段階的な調査の対象になる可
能性があると整理されている。

⚫ 「科学的特性マップ」は、それぞれの地域が処分場所として相応しい科学的特性を有する
かどうかを確定的に示すものではなく、処分場所を選定するまでには、「科学的特性マッ
プ」には含まれていない要素も含めて、法律に基づき段階的に調査・評価していく必要が
ある。

＜好ましくない範囲の要件・基準＞ ＜地域特性の区分＞
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【参考】原子力規制委員会の「考慮事項」の概要

１．断層等

次に掲げる断層等を避けること。
①後期更新世以降（約 12～13万年前以降）の活動が否定
できない断層等の うち震源として考慮する活断層

②上記①の活断層の活動に伴い損傷を受けた領域
③後期更新世以降（約 12～13万年前以降）の活動が否定
できない断層等の うち地震活動に伴って永久変位が生
じる断層及び変位を及ぼす地すべり面

④上記①及び③の断層等以外のものであって規模が大き
い断層

ここで、後期更新世以降（約 12～13 万年前以降）の活
動が否定できない断層等 の認定に当たって、後期更新世
（約 12～13 万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後
期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中
期更新世以降（約 40 万年前以降）まで遡って地形、地
質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性
を評価すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面
での確認 が困難な場合には、当該断層の延長部で確認され
る断層等の性状等により、安全側に判断すること。

２．火山現象

次に掲げる場所を避けること。
①マグマの貫入による人工バリアの破壊が生ずるよう
な第四紀（現在から約 258 万年前まで）における火
山活動に係る火道、岩脈等の履歴が存在する場所

②第四紀に活動した火山の活動中心からおおむね 15 
キロメートル以内の場所

③第四紀に活動した火山が存在しない場所であっても、
新たな火山が生じる 可能性のある場所。

ここで、プレートの特性や運動と深い関係があるマグ
マの発生の傾向は今後 10 万年程度の間に大きく変化す
ることは想定し難いこ とを考慮した上で、新たな火山が
生じる可能性について検討すること。

３．侵食

中深度処分より更に深い深度を確保すること。この際、隆
起・沈降及び気候 変動による大陸氷床量の増減に起因する海
水準変動を考慮した侵食による深度の 減少を考慮すること。

４．鉱物資源等の掘採

資源利用のための掘削が行われる可能性がある十分な
量及び品位の鉱物資源の鉱床の存在を示す記録が存在し
ないこと並びに地温勾配が著しく大きくないこと。

注：上記は、原子力規制委員会HPの公開情報をもとにまとめたもの
（https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nra.go.jp%2Fdata%2F000402076.pdf&amp;data=05%7C01%7Cshima_masakazu_nw6%40nra.go.jp%7C474738ed49604bd4be7208da8c732ca3%7Cfac539a40f8741298afa3c8d9dd5d641%7C0%7C0%7
C637976723534931574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=onXX%2FbUKYQWh%2Fu5qDkHY%2BNb%2BuL9Y%2F53QYBZD32D3jGk%3D&amp;reserved=0）

原子力規制委員会は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を受け、「概要調査地区等の選定時に安全確保上少
なくとも考慮されるべき事項」（以下「考慮事項」）について審議を重ね、最終処分施設建設地の選定時に、最終処分施設
の設計による対応が困難であり、最終処分施設の設置を避けることにより対応する必要がある事項を対象に「考慮事項」と
して決定した。「考慮事項」は、概要調査地区等の選定時において、それぞれの時点で得られている情報に基づき、適切に
考慮されるべきである。

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nra.go.jp%2Fdata%2F000402076.pdf&amp;data=05%7C01%7Cshima_masakazu_nw6%40nra.go.jp%7C474738ed49604bd4be7208da8c732ca3%7Cfac539a40f8741298afa3c8d9dd5d641%7C0%7C0%7C637976723534931574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=onXX%2FbUKYQWh%2Fu5qDkHY%2BNb%2BuL9Y%2F53QYBZD32D3jGk%3D&amp;reserved=0

